
 

2026 年 3月 27 日 

お客様へ 

株式会社山陰合同銀行 

 

「クレジットカード会員規約（Ｖｉｓａ・個人用および法人用）改定のお知らせ」

にかかる内容の一部訂正について 

 

 

 2026 年 3 月 4 日付で公表しました「クレジットカード会員規約（Ｖｉｓａ・個人用および法

人用）改定のお知らせ」の内容に一部誤りがありました。 

訂正内容については以下の正誤表に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

お客様にはご迷惑をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

正 誤 

改定後（2026年4月1日現在） 

山陰合同銀行クレジットカード会員規約

（Visa・個人用） 

 

－中略－ 

 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回

数、手数料率等＞ 

・リボルビング払い 実質年率 15.0％ 

・分割払い 

●2026年9月30日まで適用 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用

された場合 

① 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円）

＝3,350円 

② 支払総額 50,000円＋3,350円＝53,350円 

③ 分割支払額  53,350円÷10回＝5,335円 

 

改定後（2026年4月1日現在） 

山陰合同銀行クレジットカード会員規約

（Visa・個人用） 

 

－中略－ 

 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回

数、手数料率等＞ 

・リボルビング払い 実質年率 15.0％ 

・分割払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

正 誤 

 

●2026年10月1日より適用 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利

用された場合 

① 分割払手数料 50,000円×(6.80円÷100円)

＝3, 400円 

② 支払総額 50,000円＋3,400円＝53,400円 

③ 分割支払額  53,400円÷10回＝5,340円 

 

―以下省略－ 

 

 

 

 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利

用された場合 

① 分割払手数料 50,000円×(6.80円÷100円)

＝3, 400円 

② 支払総額 50,000円＋3,400円＝53,400円 

③ 分割支払額  53,400円÷10回＝5,340円 

 

－以下省略－ 

 

 

 

以 上 


